
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について

 （平成27年12月25日策定、平成28年４月１日適用開始）

■債務整理のイメージ（例）

■ガイドラインによる債務整理のメリット

○ 本ガイドラインは、東日本大震災での経験を踏まえ、全国銀行協会を事務局とす
る研究会において、平成27年12月に取りまとめられ、平成28年４月より適用が開始

された民間の自主的なルール。災害救助法の適用を受けた全国の自然災害による
個人の被災者が対象。

○ 本ガイドラインにより債権者（金融機関等）との合意に基づき債務整理を行うこと
で、住宅ローン等の既往債務の弁済が困難となった被災者が、法的な破産手続に
よる不利益（信用情報への登録など）を回避しつつ、債務免除等を受けることが可能。

○ 被災者生活再建支援金等に加え、財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。

○ 破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借入れに影響が及ばない。

○ 国の補助により、弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができる。

■ガイドラインの概要

登録支援専門家

債務者 債権者

調停条項案について
同意/同意の見込み

債務整理成立

簡易裁判所

特定調停
申立て

手続支援

※１ 上記の例はあくまでもイメージであり、実際に債務の免除等を受けるためには、ガイドラインに定める一定の要件を満たす必要があり、債務免除の額等については、債務者の被災状況、生活状況などの個別事情により異なる。
※２ 保有する資産（自宅跡地等）については、 「公正な価額」（時価に相当する額）を分割弁済することにより、換価・処分せずに手元に残すことが可能。

※1

現預金（500万円）

被災者生活再建支援金
（100万円）

土地、家屋（※２）、
現預金など（700万円）

700万円

資産（1,300万円） 負債（1,700万円）

借

入

金

手元に
残せる財産 1,000万円 債務免除

弁済

（資料１）
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、法的整理の要件に該当することになった個人・

個人事業主についても、同ガイドラインの支援対象に追加するため、関係機関と調整の上、

令和２年10月30日に特則を制定・公表し、生活や事業の再建の支援を実施する（令和２年

12月１日より適用開始） 。

○ 自然災害ガイドラインは、全国銀行協会等による民間の自主的なルール。災害救助法

の適用を受けた全国の自然災害による個人の被災者を対象とし、住宅ローン等の既往債

務の弁済が困難となった被災者が、法的な破産手続によらず債務免除等を受けることが可

能。

■ 主なポイント

■ 自然災害ガイドラインの概要とコロナ特則

登録支援専門家

債務者 債権者

調停条項案について
同意/同意の見込み

債務整理成立

簡易裁判所

特定調停
申立て

手続支援

■ コロナ特則の支援対象

○ 新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された令和２年２月１日を基準日とし、同日以降に失業や収入・売上が

大きく減少するなどにより、債務が弁済困難となるなど、法的整理の要件に該当する個人・個人事業主が支援対象。

○ 従来の支援スキームに加え、民事再生法の住宅資金特別条項と同様の支援スキーム（※）の導入により、住宅を

手放すことなく生活や事業の再建ができる。
※住宅資金特別条項による支援スキーム：住宅資金貸付債権（住宅ローン）については、従来どおり又はリスケジュールして弁済を継続する

ことにより、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を整理することができるしくみ。

○ 特別定額給付金等の差押禁止財産に加え、財産の一部をローンの支払いに充てずに、手元に残すことができる。

○ 破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されないため、その後の新たな借入れに

影響が及ばない。

○ 国の補助により、弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができる。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人・個人事業主に対する
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による支援のための特則について

（令和２年10月30日制定、令和２年12月１日適用開始）

（資料２）



 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン等の運用状況（2025年６月30日時点） 

 

 

 
自然災害 

（2016年４月～） 

コロナ特則 

（2020年12月～） 
合計 

登録支援専門家に手続き支援を委嘱した件数 1,492 2,503 3,995 

 うち、手続き中の件数 192 227 419 

債務整理成立件数 626 489 1,115 

（資料３） 



（資料４） 

災害等に対する金融上の措置要請の状況 

（2024年 7月１日～2025年 6月 30日） 

      

○2024年７月９日からの大雨 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

島根県 ７月９日（７月10日） 中国財務局 ７月11日 

      

○2024年７月25日からの大雨 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

秋田県 ７月25日（７月25日） 東北財務局 ７月25日 

山形県 ７月25日（７月25日） 東北財務局 ７月25日 

      

○2024年台風第10号 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

愛知県 ８月27日（８月28日） 東海財務局 ８月28日 

鹿児島県 ８月28日（８月28日） 九州財務局 ８月28日 

宮崎県 ８月28日（８月28日） 九州財務局 ８月29日 

大分県 ８月29日（８月29日） 九州財務局 ８月29日 

福岡県 ８月28日（８月29日） 福岡財務支局 ８月30日 

静岡県 ８月29日（８月29日） 東海財務局 ８月30日 

神奈川県 ８月30日（８月30日） 関東財務局 ８月30日 

岐阜県 ８月31日（８月31日） 東海財務局 ９月２日 

      

○低気圧と前線による大雨 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

石川県 ９月21日（９月21日） 北陸財務局 ９月24日 

      

○2024年11月８日からの大雨 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

鹿児島県 11月８日（11月９日） 九州財務局 11月11日 

      

○2024年12月28日からの大雪 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

青森県 １月４日（１月７日） 東北財務局 １月７日 

 

 

     



○2025年２月４日からの大雪 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

新潟県 ２月７日（２月７日） 関東財務局 ２月７日 

福島県 ２月７日（２月７日） 東北財務局 ２月10日 

      

○流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

埼玉県 １月29日（２月11日） 関東財務局 ２月12日 

      

○2025年２月17日からの日本海側を中心とした大雪 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

新潟県 ２月20日（２月20日） 関東財務局 ２月21日 

青森県 ２月25日（２月25日） 東北財務局 ２月25日 

      

○2025年岩手県大船渡市における大規模火災 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

岩手県 ２月26日（２月26日） 東北財務局 ２月27日 

      

○2025年３月23日に発生した林野火災 

自治体名 法適用日（内閣府公表日） 管轄局 措置要請日 

愛媛県 ３月23日（３月26日） 四国財務局 ３月27日 

      




